
議第57号

（ ）令和 2年度滋賀県琵琶湖流域下水道事業会計補正予算 第 4号

（総 則）

第 1条 令和 2年度滋賀県の琵琶湖流域下水道事業会計補正予算（第 4号）は、次に定めるとこ

ろによる。

（収益的収入および支出）

第 2条 収益的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 琵琶湖流域下水 21,726,220 △ 316,953 21,409,267
道事業収益

1 営 業 収 益 8,758,047 △ 80,020 8,678,027

2 営 業 外 収 益 12,959,094 △ 231,817 12,727,277

3 特 別 利 益 9,079 △ 5,116 3,963

支 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 琵琶湖流域下水 21,664,718 △ 376,894 21,287,824
道事業費用

1 営 業 費 用 20,797,422 △ 323,376 20,474,046

2 営 業 外 費 用 859,821 △ 49,725 810,096

3 特 別 損 失 7,475 △ 3,793 3,682

（資本的収入および支出）

第 3条 資本的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

（補正後の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 3,239,955千円は、引継金

2,329,773千円、過年度分損益勘定留保資金 795,258千円ならびに消費税および地方消費税資

本的収支調整額 114,924千円で補塡するものとする。）
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収 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 資 本 的 収 入 10,342,150 △ 592,914 9,749,236

1 企 業 債 3,012,700 △ 254,000 2,758,700

2 出 資 金 532,966 △ 34,280 498,686

3 補 助 金 5,094,396 △ 154,841 4,939,555

4 負 担 金 1,683,856 △ 149,210 1,534,646

5 固定資産売却代 18,232 △ 583 17,649
金

支 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 資 本 的 支 出 13,922,282 △ 933,091 12,989,191

1 建 設 改 良 費 8,776,042 △ 935,186 7,840,856

2 企業債償還金 4,108,160 1 4,108,161

3 返 還 金 1,038,080 2,094 1,040,174

（債務負担行為）

第 4条 債務負担行為の追加および変更は、次のとおりとする。

追 加

事 項 期 間 限 度 額

琵琶湖流域下水道汚水汚泥 令 和 3 年 度 か ら
67,134千円

処理維持管理業務 令 和 4 年 度 ま で

琵琶湖流域下水道湖西処理 令 和 3 年 度 か ら
区汚水汚泥処理包括的維持 78,845千円

令 和 4 年 度 ま で管理業務

琵琶湖流域下水道東北部処 令 和 3 年 度 か ら
理区汚水汚泥処理包括的維 20,000千円

令 和 4 年 度 ま で持管理業務
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事 項 期 間 限 度 額

琵琶湖流域下水道高島処理 令 和 3 年 度 か ら
区汚水汚泥処理包括的維持 8,726千円

令 和 4 年 度 ま で管理業務

琵琶湖流域下水道中継ポン 令 和 3 年 度 か ら
プ場および幹線管渠維持管 9,010千円

令 和 4 年 度 ま で理業務

変 更

補 正 前 補 正 後
事 項

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

流域下水道建設事業
令和 3年度から 令和 3年度から

2,866,000千円 3,148,000千円湖南中部浄化センタ
令和 4年度まで 令和 5年度まで

ー水処理設備工事

（企業債）

第 5条 起債の限度額を、次のとおり補正する。

起 債 の 目 的 補 正 前 限 度 額 補 正 後 限 度 額

千円 千円

流域下水道建設事業費 1,919,300 1,665,300

計 3,012,700 2,758,700

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第 6条 議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を、次のとおり補正する。

科 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

職 員 給 与 費 512,131 3,210 515,341

（他会計からの補助金）

第 7条 流域下水道の建設、高度処理、不明水処理、雨水処理および淡海環境プラザ運営のため

一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を、次のとおり補正する。

科 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

補 助 金 2,224,574 10,550 2,235,124
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上記の議案を提出する。

令和 3年 3月11日

滋賀県知事 三 日 月 大 造
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